
　市では、人口減少・少子高齢化に対応した持続可能な地域公共交通の維持確保や制度変更などを踏まえたさら
なる利便増進に向けた取組を推進する新たなマスタープランとして「五所川原市地域公共交通計画」を令和５年
６月に策定しました。この計画に基づき、市内の公共交通モード全体を見直し、持続可能な移動手段の確保と利
便性向上による利用促進施策を図るための具体的な事業を定めるため「五所川原市地域公共交通推進計画」（案）
を作成しました。

①「五所川原市地域公共交通推進計画」（案）

　社会福祉法第107条の規定に基づく五所川原市第２期地域福祉計画の計画期間が令和５年度で終了することか
ら、市では令和６年度から５カ年の地域福祉施策の指針とする「五所川原市第３期地域福祉計画」（案）を作成し
ました。

②「五所川原市第３期地域福祉計画」（案）

　障害者総合支援法および児童福祉法に基づく五所川原市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の計画期
間が令和５年度で終了することから、市では令和６年度から３カ年の障害福祉施策の指針とする「五所川原市第
７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」（案）を作成しました。

③「五所川原市第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」（案）

　市では、団塊の世代すべてが75歳以上となる令和７年、また全国的には高齢者人口がピークを迎える令和22年
を見据え、高齢者が可能な限りその地域において自立した生活を営むことができるよう、地域包括ケアシステム
構築を目指した「五所川原市老人福祉計画・第９期介護保険事業計画」（案）を作成しました。

④「五所川原市老人福祉計画・第９期介護保険事業計画」（案）

　国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（厚生労働省告示）に基づき、健康・医療情報を活用
してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施および評価等を行うため「五所川原市国民健
康保険第３期保健事業実施計画・第４期特定健康診査等実施計画」（案）を作成しました。

⑤「五所川原市国民健康保険第３期保健事業実施計画・第４期特定健康診査等実施計画」（案）

　自殺対策基本法に基づく五所川原市第１期いのち支える自殺対策計画の計画期間が令和５年度で終了すること
から、市では令和６年度から５カ年の自殺対策施策の指針とする「五所川原市第２期いのち支える自殺対策計
画」（案）を作成しました。

⑥「五所川原市第２期いのち支える自殺対策計画」（案）
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